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検査地点 

 

１ 毎日検査（１１か所の給水栓） 

   色及び濁り並びに消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査 

（１）西ノ別府浄水場 第５配水池系   ・・・高森（中井宅） 

（２）西ノ別府浄水場 第５→松原配水池系・・・伊倉（ＪＲ川南駅） 

（３）西ノ別府浄水場 第５→第４配水池系・・・通浜（児玉宅） 

（４）西ノ別府浄水場 第５配水地系   ・・・番匠（税田宅） 

（５）鵜戸ノ本浄水場 第１配水池系   ・・・鵜戸ノ本浄水場 

（６）鵜戸ノ本浄水場 第１配水池系   ・・・尾脇減圧槽 

（７）鵜戸ノ本浄水場 第２配水池系   ・・・鍛治ノ別府（楠田宅） 

（８）掛迫浄水場   第１配水池系   ・・・中継ポンプ場 

（９）掛迫浄水場   第２配水池系   ・・・ファームユーキ入口付近 

（１０）掛迫浄水場  第３配水池系   ・・・旭ヶ丘集会場 

（１１）赤石浄水場           ・・・減圧槽横（峠の里付近） 

 

２ 毎月検査（４か所の給水栓） 

   下記の９項目 

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物等（ＴＯＣ）、ｐＨ値、味、臭

気、色度、濁度 

（１）西ノ別府浄水場 第５配水池系   ・・・川南町運動公園 

（２）鵜戸ノ本浄水場 第１配水池系   ・・・尾脇減圧槽 

（３）掛迫浄水場   第３配水池系   ・・・旭ヶ丘集会場 

（４）赤石浄水場            ・・・減圧槽横（峠の里付近） 

 

３ ３か月に１回検査（４か所の給水栓） 

下記の１５項目 

亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝 

酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモク

ロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロ

メタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、ペルフルオロ（オクタン―1―ス

ルホン酸）（別名 PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名 PFOA） 

（１）西ノ別府浄水場 第５配水池系   ・・・川南町運動公園 

（２）鵜戸ノ本浄水場 第１配水池系   ・・・尾脇減圧槽 

（３）掛迫浄水場   第３配水池系   ・・・旭ヶ丘集会場 

（４）赤石浄水場            ・・・減圧槽横（峠の里付近） 
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４ 基準全項目検査 （４か所の給水） 

   年１回、５２項目は４か所の給水栓 

（１）西ノ別府浄水場 第５配水池系   ・・・川南町運動公園 

（２）鵜戸ノ本浄水場 第１配水池系   ・・・尾脇減圧槽 

（３）掛迫浄水場   第３配水池系   ・・・旭ヶ丘集会場 

（４）赤石浄水場            ・・・減圧槽横（峠の里付近） 

 

５ 原水基準全項目検査 （９か所の水源） 

   年１回、３９項目は９か所の水源地 

（１）西ノ別府浄水場 第４水源地（１号井） ・・・西ノ別府水源地 

（２）西ノ別府浄水場 第４水源地（２号井） ・・・西ノ別府水源地 

（３）鵜戸ノ本浄水場 第１水源地      ・・・市納水源地 

（４）鵜戸ノ本浄水場 第２水源地（１号井） ・・・野田原水源地 

（５）鵜戸ノ本浄水場 第２水源地（２号井） ・・・野田原水源地 

（６）鵜戸ノ本浄水場 第３水源地（旧井戸） ・・・十文字水源地 

（７）鵜戸ノ本浄水場 第３水源地（新井戸） ・・・十文字水源地 

（８）掛迫浄水場              ・・・掛迫浄水場 

（９）赤石浄水場              ・・・赤石浄水場 

 

６ クリプトスポリジウム指標菌検査 （７か所の原水） 

西ノ別府浄水場、鵜戸ノ本浄水場系は３か月に１回 

掛迫浄水場、赤石浄水場は２か月に１回 

 （１）西ノ別府浄水場 第４水源地（１号井） ・・・西ノ別府水源地 

（２）西ノ別府浄水場 第４水源地（２号井） ・・・西ノ別府水源地 

（３）鵜戸ノ本浄水場 第１水源地      ・・・市納水源地 

（４）鵜戸ノ本浄水場 第２水源地（２号井） ・・・野田原水源地 

（５）鵜戸ノ本浄水場 第３水源地（新井戸） ・・・十文字水源地 

（６）掛迫浄水場              ・・・掛迫浄水場 

（７）赤石浄水場              ・・・赤石浄水場 

 


